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広島市美容師法施行条例施行規則新旧対照表 

現  行 改  正 

第１条 （略） 第１条 （現行に同じ。） 

  

（開設等の届出） （開設等の届出） 

第２条 法第１１条第１項の規定により開設の届出

をしようとする者は、所定の届出書に次に掲げる

書類を添えて広島市保健所長（以下「保健所長」

という。）に提出しなければならない。ただし、

同項の届出をした美容所の開設者が当該届出に係

る営業を譲渡したときは、当該営業を譲り受けた

者は、当該営業に係る第１号、第２号及び第４号

に掲げる書類のうち、既に保健所長に提出されて

いるものであってその内容に変更がないものの添

付を省略することができる。 

第２条 法第１１条第１項の規定により開設の届出

をしようとする者は、所定の届出書に次に掲げる

書類を添えて広島市保健所長（以下「保健所長」

という。）に提出しなければならない。（削る。）

ただし、同項の届出をした美容所の開設者が当該

届出に係る営業を譲渡したときは、当該営業を譲

り受けた者は、当該営業に係る第１号、第２号及

び第４号に掲げる書類のうち、既に保健所長に提

出されているものであってその内容に変更がない

ものの添付を省略することが 

 ⑴ 美容所の平面図  ⑴～⑷ （現行に同じ。） 

 ⑵ 美容師免許証又は美容師免許証明書  

 ⑶ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書  

 ⑷ その他保健所長が必要と認める書類  

２・３ （略） ２・３ （現行に同じ。） 

  

第３条～第５条 （略） 第３条～第５条 （現行に同じ。） 

 


